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　齊藤　今回は、派遣労働者の健康管
理ということで、派遣会社の産業医を
長い間やっていらっしゃる濱本先生に
おうかがいいたします。
　今、雇用形態が変わってきて、正社
員ではない人が増えているのですね。
　濱本　そうですね。
　齊藤　そういった方々の健康管理も
非常に重要だということでしょうか。
　濱本　はい。これは労働安全衛生法
で決められていますし、派遣法でも派
遣労働者の健康管理をきちっとすると
いうことは明文化されています（表）。
派遣元といって、私が産業医をしてい
る会社、あるい派遣社員が就業してい
る派遣先の企業に対してどういうこと
が求められているか、法律できちんと
決まっています。その法律に基づいて
対処しています。
　齊藤　派遣社員の方の健康管理は第
一義的には派遣している元の会社とい
うことでいいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうしますと、派遣先のほう

の健康管理担当者は、派遣会社の健康
管理とコンタクトを取りながらという
ことなのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　それがしっかり管理されてい
ればよいということでしょうか。
　濱本　はい。ところが、実際問題、
派遣元と派遣先がうまく連係プレーで
きるかどうかというのは、なかなか難
しいところがあるようです。
　齊藤　そうでしょうね。第一義的に
は派遣元がしっかりやっていただくと
いうことですね。
　濱本　はい。
　齊藤　健康管理はいわゆる正社員と
全く同じと考えていいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうなると、健康診断等を行
うと、労働基準監督署に報告などがあ
りますけれども、それも。
　濱本　きちんと提出しています。労
働基準監督署が言われることは、健康
診断のやりっ放しはいけない。健康診
断を実施したあと、異常のない人は全

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

丸の内トラストタワークリニック院長
濱　本　恒　男

（聞き手　齊藤郁夫）

派遣労働者健診

表　派遣労働者の安全衛生管理のポイント
項　　　目 根拠条文 派遣先 派遣元

労働時間 基32～32の５ ○
休日の管理 基35 ○
時間外および休日の労働の管理（※三六協定の締結・届出は派遣元が行う） 基36 ○
時間外、休日および深夜の割増賃金 基37 ○
年次有給休暇 基39 ○
職場における安全衛生を確保する事業主の責務 安３ ○ ○
事業主等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 安４ ○ ○
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 安９ ○ ○
総括安全衛生管理者の選任等 安10 ○ ○
安全管理者の選任等 安11 ○
衛生管理者の選任等 安12 ○ ○
安全衛生推進者の選任等 安12の２ ○ ○
産業医の選任等 安13 ○ ○
作業主任者の選任等 安14 ○
統括安全衛生責任者の選任等 安15 ○
元方安全衛生管理者の選任等 安15の２ ○
安全委員会の設置等 安17 ○
衛生委員会の設置等 安18 ○ ○
安全管理者等に対する能力向上教育等 安19の２ ○ ○
労働者の危険または健康障害を防止するための措置 安22～36 ○
※危険性・有害性の調査 安28の２ ○
※製造業等の元方事業者の講ずべき措置 安30の２ ○
定期自主検査 安45 ○
安全衛生教育（雇い入れ時） 安59第１項 ○
安全衛生教育（作業内容変更時） 安59第２項 ○ ○
安全衛生教育（危険有害業務就業時） 安59第３項 ○
安全衛生教育（危険有害業務従事者） 安59第３項 ○ ○
職長教育 安60 ○
就業制限 安61 ○
中高年齢者等についての配慮 安62 ○ ○
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 安63 ○ ○
作業環境測定 安65 ○
作業環境測定の評価等 安65の２ ○
作業の管理 安65の３ ○
作業時間の制限 安65の４ ○
一般定期健康診断 安66第１項 ○
特殊健康診断 安66第２項 ○
一般定期健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
特殊健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
健康診断（健康診断の結果に基づく作業転換等の措置） 安66の５ ○ ○
一般定期健康診断の結果通知 安66の６ ○
特殊健康診断の結果通知 安66の６ ○
医師等による保健指導 安66の７ ○
※医師の面接指導等 安66の８ ○

安66の９ ○
病者の就業禁止 安68 ○
健康の保持増進のための措置 安69 ○ ○
健康教育等 安69 ○ ○
体育活動等についての便宜供与等 安70 ○ ○
安全衛生改善計画等 安78 ○
機械等の設置、移転に係る計画の届け出、審査等 安88 ○
申告を理由とする不利益取り扱い禁止 安97 ○ ○
使用停止命令等 安98 ○
報告等 安100 ○ ○
法令の周知 安101 ○ ○
書類の保存等 安103 ○ ○
事業者が行う安全衛生施設の整備等に関する国の援助 安106 ○ ○
疫学的調査等 安108の２ ○ ○

（基は労働基準法、安は労働安全衛生法の略）
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然問題ないと思いますけれども、どう
いうふうに産業医がそれに対して、き
ちっとフォローをするか。問題があっ
た人をきちっと見て、事後措置をして
いるかということが重要です。
　齊藤　通常の産業医ですと、同じ会
社内に社員さんがいるので、そこで面
接などをやるのでしょうけれども、先
生の場合、ちょっと遠いですね。
　濱本　そうなのです。そこが非常に
難しくて、我々も苦労しています。本
当に健診結果の悪い人が、例えばの話、
非常に強い貧血があり、ヘモグロビン
値が5.0あるとか、あるいは胸部レント
ゲンで結核の疑いが強い人とかの場合
は、派遣元の会社の健康管理室があり
まして、そこからその担当者に電話し
てから、あるいは、営業担当者から前
もって電話してもらいます。僕が直接
したらびっくりするから、誰かを通し
て電話してもらって、僕につないでも
らって話をしています。産業医が直接
本人と話をするというやり方が一番多
いのです。これは緊急を要する場合で
す。
　それ以外に、気になる人がいたら、
営業担当者に、その人はその後、再検
査を受けたかどうかということのフォ
ローアップシートをつくらせまして、
例えば札幌の派遣社員の人で、異常が
あった人はどうなりましたかと聞いた
ら、個人情報ですから、それをきちっ
と書いて産業医の僕のところに来るシ

ステムをつくり上げて、やり取りして
います。
　齊藤　例えば、血圧が高かったとか、
あるいは血糖値が非常に高かったとい
う場合、医療機関に行っていただかな
いといけないわけですね。その流れも
今のようなかたちで。
　濱本　行ったかどうかということを
確認しています。別にそこに行ったか
らといって、高血圧があるとか、血糖
値が高く糖尿病があったから、勤務し
たらだめということはないわけです。
我々としては、その人が元気になって
もらって、きちっと治療しているかど
うかという確認だけですので、「わか
りました。これからも治療を続けてく
ださい」ということで、その後もずっ
と経時的に経過を見ています。
　齊藤　先生の会社はたくさんの社員
がいますね。
　濱本　派遣労働者の登録で、40万～
50万人います。実際に派遣に行ってい
る人は４万～５万人います。でも、派
遣法で絶対健康診断を実施しないとい
けない人は限られてきますので、きち
んと健診を実施させるようにしていま
す。例えば、１～２日とか、パートで
働く人は、健康診断は受けたほうがい
いのですけれども、受診しなければな
らないという義務のない人もいますか
ら、実際受けているのは現時点では
３万人ぐらいの人が全国で受けていら
っしゃると思います。

　齊藤　たいへんな数ですね。
　濱本　各地の産業医と連係プレーを
しながら、事後処理したり、その後ど
うなっているかということを、健康管
理室に職員を置いてチェックさせてい
ます。
　齊藤　先ほど派遣先の会社の産業医、
あるいはそこの総務とか人事とのやり
取りとおっしゃったのですけれども、
派遣先の会社としては、派遣元会社に
健康管理ができているかという問い合
わせは。
　濱本　来ます。そのときには産業医
として、個人情報のことがあるから、
全部のことは書かないですけれども、
必要最小限の情報を与えています。ど
うしても全部の情報を出さなければな
らないときがあるのですが、そのとき
は派遣社員本人に「出してもいいです
か」と承諾をもらって提出します。普
通の場合、派遣先に提出するのは、A
さん、Bさん、Cさん、この３人はいつ
いつの健康診断で問題なかったから、
勤務に支障はありませんという診断書
を提出します。
　齊藤　そうしますと、それをもらっ
た会社としては安心して働いていただ
ける。また、逆にいえば、派遣労働者
が働く場を確保するうえでも重要だと
いうことでしょうか。
　濱本　非常に重要だと思います。
　齊藤　健診を受けていないと、具合
が悪いということですね。

　濱本　健診を受けてなくて、万が一
何か、例えばどこかの社員が、結核が
その職場で発生したとしたら、うちか
ら派遣されている人たちは大丈夫です
かと。健診を受けていれば、「何月何
日の胸部レントゲン等は異常なかった
から、多分それからして問題ないと思
います」と言えますけれども、受けて
いなかったら、すぐ検査などして、「大
丈夫でした」ということを言わないと
だめでしょうから、やはり受けている
ことが前提になってくるだろうと思い
ます。
　結核だけではなくて、問題になるの
は、派遣された就業先で、意識消失発
作を起こしたとか、てんかん発作を起
こしたとか、あるいは精神的な問題を
起こすということは、健診を受けてい
ても起こることがあります。しかし、
健診を受診していなかったら、「それ
は大丈夫だったのか」と聞かれた場合
に、派遣先のほうに情報を与えること
ができませんので、たいへん困ってし
まいます。
　齊藤　ベースラインですね。今、メ
ンタルの不調に対する健診が話題にな
っていますけれども、この辺もたいへ
んでしょうね。
　濱本　たいへんです。今までのやり
方で実践して問題になるのは、失礼な
言い方かもしれないけれども、会社に
は説明せず働いている人もいらっしゃ
るだろうし、別にメンタルがあったか
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す。
　それ以外に、気になる人がいたら、
営業担当者に、その人はその後、再検
査を受けたかどうかということのフォ
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例えば札幌の派遣社員の人で、異常が
あった人はどうなりましたかと聞いた
ら、個人情報ですから、それをきちっ
と書いて産業医の僕のところに来るシ

ステムをつくり上げて、やり取りして
います。
　齊藤　例えば、血圧が高かったとか、
あるいは血糖値が非常に高かったとい
う場合、医療機関に行っていただかな
いといけないわけですね。その流れも
今のようなかたちで。
　濱本　行ったかどうかということを
確認しています。別にそこに行ったか
らといって、高血圧があるとか、血糖
値が高く糖尿病があったから、勤務し
たらだめということはないわけです。
我々としては、その人が元気になって
もらって、きちっと治療しているかど
うかという確認だけですので、「わか
りました。これからも治療を続けてく
ださい」ということで、その後もずっ
と経時的に経過を見ています。
　齊藤　先生の会社はたくさんの社員
がいますね。
　濱本　派遣労働者の登録で、40万～
50万人います。実際に派遣に行ってい
る人は４万～５万人います。でも、派
遣法で絶対健康診断を実施しないとい
けない人は限られてきますので、きち
んと健診を実施させるようにしていま
す。例えば、１～２日とか、パートで
働く人は、健康診断は受けたほうがい
いのですけれども、受診しなければな
らないという義務のない人もいますか
ら、実際受けているのは現時点では
３万人ぐらいの人が全国で受けていら
っしゃると思います。

　齊藤　たいへんな数ですね。
　濱本　各地の産業医と連係プレーを
しながら、事後処理したり、その後ど
うなっているかということを、健康管
理室に職員を置いてチェックさせてい
ます。
　齊藤　先ほど派遣先の会社の産業医、
あるいはそこの総務とか人事とのやり
取りとおっしゃったのですけれども、
派遣先の会社としては、派遣元会社に
健康管理ができているかという問い合
わせは。
　濱本　来ます。そのときには産業医
として、個人情報のことがあるから、
全部のことは書かないですけれども、
必要最小限の情報を与えています。ど
うしても全部の情報を出さなければな
らないときがあるのですが、そのとき
は派遣社員本人に「出してもいいです
か」と承諾をもらって提出します。普
通の場合、派遣先に提出するのは、A
さん、Bさん、Cさん、この３人はいつ
いつの健康診断で問題なかったから、
勤務に支障はありませんという診断書
を提出します。
　齊藤　そうしますと、それをもらっ
た会社としては安心して働いていただ
ける。また、逆にいえば、派遣労働者
が働く場を確保するうえでも重要だと
いうことでしょうか。
　濱本　非常に重要だと思います。
　齊藤　健診を受けていないと、具合
が悪いということですね。

　濱本　健診を受けてなくて、万が一
何か、例えばどこかの社員が、結核が
その職場で発生したとしたら、うちか
ら派遣されている人たちは大丈夫です
かと。健診を受けていれば、「何月何
日の胸部レントゲン等は異常なかった
から、多分それからして問題ないと思
います」と言えますけれども、受けて
いなかったら、すぐ検査などして、「大
丈夫でした」ということを言わないと
だめでしょうから、やはり受けている
ことが前提になってくるだろうと思い
ます。
　結核だけではなくて、問題になるの
は、派遣された就業先で、意識消失発
作を起こしたとか、てんかん発作を起
こしたとか、あるいは精神的な問題を
起こすということは、健診を受けてい
ても起こることがあります。しかし、
健診を受診していなかったら、「それ
は大丈夫だったのか」と聞かれた場合
に、派遣先のほうに情報を与えること
ができませんので、たいへん困ってし
まいます。
　齊藤　ベースラインですね。今、メ
ンタルの不調に対する健診が話題にな
っていますけれども、この辺もたいへ
んでしょうね。
　濱本　たいへんです。今までのやり
方で実践して問題になるのは、失礼な
言い方かもしれないけれども、会社に
は説明せず働いている人もいらっしゃ
るだろうし、別にメンタルがあったか
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確認することにしています。それを基
にすれば、それをデータベースとして、
派遣元として対応することができます。
　齊藤　派遣労働者の健康管理は、非
常にたいへんですけれども、きっちり
やられているということですね。

　濱本　派遣労働者の地位向上のため
にも、もっときちっとやらないとだめ
なことがいっぱいあるのですけれども、
努力して頑張ります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

らといっても、きちっと治療していれ
ば働ける人もいるので、そこを派遣元
が把握していないときに、例えば相手
側の企業に行ったときに、問題が発生
してしまう事例が出てくるのです。
　派遣先のほうから相談が来たときに、
この前もあったのですけれども、我々
としては働いている人をどうするかと
いったことに対応しなければなりませ
ん。労働安全衛生法のこともあります
けれども、労働契約法というものもあ
るはずですので、そこで派遣元として
は労働者が健康で、かつ元気で働ける
ということを確保しておかなければい
けない。安全配慮義務を考えて、対応
しています。
　そのことを守るために、よく話をす
るのですけれども、安全配慮義務があ
るから、今はこういう状況だから通常
勤務は不適当ですよと、説得しなけれ
ばならないのです。直接産業医が問題
をかかえた派遣社員と話をして、「こ
れがあるから、そのようなことはちょ
っとやめてください」ということで出
ていく場合もあるし、相手の企業に対
してもいろいろな情報を与えて、「す
みませんでした」と謝ることもいっぱ
いあります。
　齊藤　受け持ちの社員が多いという
こともあるし、場所が、多くの方の場
合は離れているということがあります
から、先生がそこのコンタクトを取る
のはたいへんでしょうね。

　濱本　直接話ができないことも多く
あります。全国各地の主要拠点の産業
医の先生とは仲間ですから、何回か会
って意思疎通していますので、すぐに
面会できないときには、現地の先生に
面談してもらうなどということでお願
いして、それぞれの先生とチームワー
クでやっています。
　齊藤　健診を受ける場所というのも
全国にあるということですか。
　濱本　派遣労働者の派遣健保という
健康保険組合があります。100を超え
る派遣会社が集まった健康保険組合が
ありますから、そこが指定した病院が
全国に散らばって、1,000を超えるぐら
いあると思います。その中から選択し
たところで受けられるようになってい
ますから、それに関しては全国でいつ
でも受けられるようになっており、問
題はないと思います。
　齊藤　そのデータが先生のほうに入
ってくるわけですか。
　濱本　はい。そういうシステムにし
ています。できるだけ健診データを集
めています。例えば、健診を受けると、
女性にとっては、被ばくの問題とか、
かかりつけの先生の関係などがありま
す。今度新しく就業することになった
人に対しては、最近、地元の市民健診
とか区民健診を受けたとか、あるいは
夫の会社で健康診断を受けたというデ
ータがあるとしたら、任意でそのコピ
ーあるいは原本を提出していただき、
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にすれば、それをデータベースとして、
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　齊藤　派遣労働者の健康管理は、非
常にたいへんですけれども、きっちり
やられているということですね。

　濱本　派遣労働者の地位向上のため
にも、もっときちっとやらないとだめ
なことがいっぱいあるのですけれども、
努力して頑張ります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

らといっても、きちっと治療していれ
ば働ける人もいるので、そこを派遣元
が把握していないときに、例えば相手
側の企業に行ったときに、問題が発生
してしまう事例が出てくるのです。
　派遣先のほうから相談が来たときに、
この前もあったのですけれども、我々
としては働いている人をどうするかと
いったことに対応しなければなりませ
ん。労働安全衛生法のこともあります
けれども、労働契約法というものもあ
るはずですので、そこで派遣元として
は労働者が健康で、かつ元気で働ける
ということを確保しておかなければい
けない。安全配慮義務を考えて、対応
しています。
　そのことを守るために、よく話をす
るのですけれども、安全配慮義務があ
るから、今はこういう状況だから通常
勤務は不適当ですよと、説得しなけれ
ばならないのです。直接産業医が問題
をかかえた派遣社員と話をして、「こ
れがあるから、そのようなことはちょ
っとやめてください」ということで出
ていく場合もあるし、相手の企業に対
してもいろいろな情報を与えて、「す
みませんでした」と謝ることもいっぱ
いあります。
　齊藤　受け持ちの社員が多いという
こともあるし、場所が、多くの方の場
合は離れているということがあります
から、先生がそこのコンタクトを取る
のはたいへんでしょうね。

　濱本　直接話ができないことも多く
あります。全国各地の主要拠点の産業
医の先生とは仲間ですから、何回か会
って意思疎通していますので、すぐに
面会できないときには、現地の先生に
面談してもらうなどということでお願
いして、それぞれの先生とチームワー
クでやっています。
　齊藤　健診を受ける場所というのも
全国にあるということですか。
　濱本　派遣労働者の派遣健保という
健康保険組合があります。100を超え
る派遣会社が集まった健康保険組合が
ありますから、そこが指定した病院が
全国に散らばって、1,000を超えるぐら
いあると思います。その中から選択し
たところで受けられるようになってい
ますから、それに関しては全国でいつ
でも受けられるようになっており、問
題はないと思います。
　齊藤　そのデータが先生のほうに入
ってくるわけですか。
　濱本　はい。そういうシステムにし
ています。できるだけ健診データを集
めています。例えば、健診を受けると、
女性にとっては、被ばくの問題とか、
かかりつけの先生の関係などがありま
す。今度新しく就業することになった
人に対しては、最近、地元の市民健診
とか区民健診を受けたとか、あるいは
夫の会社で健康診断を受けたというデ
ータがあるとしたら、任意でそのコピ
ーあるいは原本を提出していただき、
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